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第19回障害者による写真全国コンテスト 

銀賞 「月光の海」 

    （陸前高田市小友町、長洞漁湾） 

岩手県  須知 真吾 

 このコンテストは、障害者の文化活動等の推進

を図ることで技術の向上、自立への促進並びに積

極的な社会参加を目的として、(財)日本障害者リハ

ビリテーション協会（全国身体障害者総合福祉セン

ター）の主催により毎年開催されているものです。

第19回を迎えた今回のコンテストでも、全国各地

より200点にのぼる素晴らしい作品の数々がよせ

られました。 

 
幅 49mm 
高さ 67mm 

ゆっくり流れる雲に見え隠れする月と

月の光が反射する海面の静寂さが不思

議な感じがします。月光と漁火がとて

も空を明るくし、バランスよく撮影が

できました。 
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特集 

 
 

障害者差別禁止法に望むこと 

DPI 障害者権利擁護センター 

所長 金  政玉 
 
はじめに 

 DPI 障害者権利擁護センター（以下、権利

擁護センターと略）は、DPI(障害者インター

ナショナル)日本会議が1995年に設置した権

利擁護機関であり、障害者(身体・知的・精神・

難病等)や家族等を対象とする相談活動を中

心に、日常的な電話相談窓口を設置して障害

当事者が相談員となってサポートしています。 

 本稿では、現在43ヵ国で障害者への差別を

禁止する法律が制定されているという報告を

踏まえて、権利擁護センターによせられた個

別相談の事例を紹介し、その中から障害者差

別禁止法の制定おいてとくに重要な課題とな

る「差別の定義」と「救済機関」について考

えてみたいと思います。 

 

１．事例から見えてきた課題 

＜事例１＞（下肢障害をもつ女性・40代） 

◆職場における障害を無視した配置転換の相

談 

 「去年までは事務系の仕事をしていました

が、事業所が移転してからは、急に社内配達

の部署に転属になりました。会社に届けられ

た宅急便などの郵便物を、台車に載せて社内

をまわる仕事です。杖をついて仕事をしてい

ますが、腰椎変形とひざに人口金具をはめて

いるため、立ち仕事はとても無理で体が持ち

ません。入社した時の条件では、座ってでき

る仕事をやることになっていたし、医者の診

断書もでています。でも、職場の上司に言っ

ても契約を守ろうとしてくれません。それど

ころか『わがままは許さん。不満だったらや

めろ』と言われ、これからどうしたらいいの

か不安でたまりません。」 

◆課題 

 (1) まず、相談者本人がおかれている状況

として、本人が採用されたときの状況がどう

であったのか。ハローワークの紹介で障害者

の雇用制度を利用する形で採用されているの

か。また、採用された時の雇用契約はどのよ

うな内容になのか、そのことによって、ハロー

ワークの障害者担当者や労働基準局との相談

や会社側との交渉のしかたにも大きなちがい

が出てきます。 

 (2) 本人にとって当センターの相談員が間

に立って会社側と話をすることにためらいが

あるのであれば、相談員がハローワークの担

当者などと慎重に連絡をとり、本人の職場で

おかれている状況が悪化しないようにするた

めの相談をおこないながら、行政機関の担当

者にきちんとした問題認識をもたせておくこ

とが重要です。 

 (3) この相談には､ 職場に相談できる人が

いなくて、権利を主張したくてもできない状

況をどのようにすれば変えられるのかという、

具体的な対応を行う以前の問題がある。本人

があたりまえの権利意識をもてるためには、

本人が職場でいじめを受けてものりきってい

くことができるような信頼できる相談機関ま

たは支援団体を身近にもてることが課題にな

る。相談員が折に触れて「様子うかがい」を

行うことで、継続的な関係づくりをしていく
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ことが必要です。 

 

＜事例２＞（重度の身体障害をもつ男性・40

代） 

◆入店拒否についての相談 

 「３年ほど利用していた理髪店に先日行っ

たのですが、終わって帰るときに、店員に『電

動車いすを置くところがないので、今後は遠

慮していただきたい』と言われました。その

店員は店長から言われているようでした。車

いすでの入店をはじめから拒否する店もあり、

ここには三年も通っていただけに、突然入店

を拒否されたことは、とてもショックでした。

この先どのように対応していけばよいので

しょうか。」 

◆課題 

 (1) この相談の場合、当センターから事情

を聞くと、理髪店の店長は「本人の自宅に行っ

て散髪してあげると言ったが、本人が断った。

人の親切心を素直に理解しようとしないわが

ままな態度だ」と言い、まったく差別をした

とは考えていない。地方法務局の人権相談室

に入る障害者の人権侵害にかかわる相談の中

では、民間アパートの入居差別や入店拒否の

事例が最も多いといわれる。この場合は、人

権侵害と言えるのかどうか、行政機関の対応

に不十分な点があればそれを明らかにするた

めにも、地方法務局人権相談室に申立てを行

うことが必要です。 

 (2)「何が差別であり人権侵害なのか」を理

解するための研修が必要。不特定多数の一般

市民向けだけでなく、障害者が日常生活で利

用することの多い飲食店や娯楽施設等の業界

団体を対象にした人権教育・啓発の研修の実

施が課題になっています。 

 

２．差別の定義－直接差別と間接差別 

 この二つの事例から明らかなように、相手

側から直接的で露骨な差別的扱いや権利侵害

を受けたという事例と、相手が意図していな

くても、障害者の思いやニーズに対する無

知・無理解によって、相手側（加害者）が権

利侵害の事実を認めない、そのために結果と

して障害当事者が何らかの不利益をこうむり、

差別的な扱いを受けていることがうかがえま

す。 

 ＜事例１＞の場合は、入社した時の条件で

は、座ってできる事務系の仕事に就くことに

なっていて医者の診断書が出ているにもかか

わらず、職場の上司は雇用契約を守ろうとし

ない。それどころか『わがままは許さん。不

満だったらやめろ』と露骨な追い出しにか

かっているという点では、「意図的な直接差

別」の典型的な事例ということができます。 

 ＜事例２＞は、相手には直接的に差別をす

る意図はないが、障害者のニーズに対する無

知と無理解によって、相手側（加害者）が権

利侵害の事実を認めない、そのために結果と

して障害当事者が差別的な扱いを受けること

になっています。その結果、店長の親切心を

素直に受けようとしない当事者は「わがまま

な障害者」とされ、場合によっては当事者の

方が逆に非難を受けることになりかねない状

況にあります。つまり、＜事例２＞にみられ

る「意図しない間接差別」の場合、現状にお

いては、相手側が加害者として明確に認知さ

れるためには、その事実がなぜ差別なのかと

いうことを、第三者からみて納得できる説明

を被害者（障害当事者）側に課してしまうこ

とになり、多くはそれができないために被害

者は泣き寝入りせざるを得ない現実が多くあ

ります。 

 「意図的な直接差別」と「意図しない間接

差別」の両者は、障害者への権利侵害が現実

に発生する際には相互に深く関連しあってい

るために、障害をもつ人の差別を禁止する法

律において「差別の定義」を考えていく場合

には、「直接差別」と「間接差別」の両方を組
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み入れた幅の広い内容にしていくことが重要

です。とくに「間接差別」については、「障害

をもつ人に対する無知・無理解・偏見によっ

て、行政機関および公的あるいは私的団体、

個人が権利侵害の事実を認めない、または、

障害の特性やニーズを踏まえた適切な配慮を

行わないことによって、そのために結果とし

て障害をもつ人が何らかの不利益をこうむり、

不当な取扱いを受けている状態にある」とい

う点を明示することが必要です。（注） 

 

３ 救済機関としての役割 

 差別禁止法には、障害当事者が差別的な取

扱いや人権侵害を受けたときに、多額の費用

と長い時間のかかる裁判だけではなく、被害

救済の申立を受けた場合に、迅速な解決に向

けて取組む救済機関が必要です。イギリスの

障害者差別禁止法（DDA1995年制定）では、

救済機関として障害者権利委員会（DRC）が

設置されています。DRC は、10名以上15名

以下の委員によって構成される合議体の独立

機関で、委員の過半数は障害者でなければな

らないことになっています。また、DRC には

強い調査権限が与えられており、調査の結果、

差別行為が認められるときは調査対象の当事

者に対して、「差別撤廃通知」を提出し、差別

禁止のための具体的勧告や差別撤廃の行動計

画の策定を求めることができます。一方で、

通常は DRC 自らが乗り出して調査を行うよ

りも、差別を受けたと申立てた当事者に対し、

法的助言、法的代理人の手配や和解の方法な

どの支援を行っていることが報告されていま

す。 

 日本においても、先にあげた事例からも明

らかなように、事案ごとに課題を上げて関係

機関との連携を図りながら当事者が納得でき

る解決にむけて取組む救済機関の設置が必要

になっています。 

 

◆参考文献 

・「障害のある人の人権と差別禁止法」 

 ―日本弁護士連合会人権擁護委員会編・明石書

店2002年８月 

・（注）「当事者がつくる障害者差別禁止法～保護

から権利へ」 

 ―「障害者差別禁止法制定」作業チーム編集・

現代書館2002年10月 
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障害者に対する差別をなくす取り組みについて 
 

千葉県健康福祉部障害福祉課 

副主幹 小森 武彦 
 
 今年７月、千葉県では、「第三次千葉県障害

者計画」を取りまとめ、公表しました。 

 また、計画の公表と同時に障害者がその人

らしく地域で暮らせる社会の実現に取り組ん

でいく決意をこめて「千葉県障害者地域生活

づくり宣言」を行ったところです｡ 

 これらの中で、「障害者の権利を守るため、

国に障害者差別禁止法の制定を働きかけると

もに、千葉県独自の条例の制定の検討」が盛

り込まれ、県内外の関心を広く呼んだところ

です｡ 

 本稿では、地域づくりに関する千葉県の取

組みについて、特に障害者差別禁止条例に向

けての今後の展望や動きについて述べていき

たいと思います｡ 

 それぞれの地域には、それぞれのニーズが

あり、地域のことを一番よく知っている当事

者や住民が地域にあった福祉づくりをしてい

くことが重要です｡ 

 千葉県では、全く白紙の企画の段階から

様々な障害当事者を含む県民自身が計画づく

りの作業部会等に参加し、「千葉県地域福祉支

援計画」「第三次千葉県障害者計画」をはじめ

様々な施策づくりを行ってきました｡こうし

た両計画の議論を通じて今後の千葉県の福祉

の目指すべき方向として①誰もが、②ありの

ままに・その人らしく、③地域で暮らすこと

ができる「新たな地域福祉像」が提唱された

ところです｡ 

 近年、障害者に対する理解は深まりつつあ

るものの、残念ながら、依然として障害者に

対するいわれのない差別や偏見が跡を絶たず、

社会生活の様々な局面で不利益を余儀なくさ

れている実態があります｡例えば、他人に迷惑

をかけるとして自閉症児がレストランやプー

ルの利用を拒否されたり、精神障害者がアパー

トの部屋を貸してもらえなかったり、障害者

は生活の様々な場面で差別を受けています｡ 

 障害者がその人らしく地域で暮らしていく

ためには、県民みんなでこうした不利益の解

消に取り組んでいく必要があり、そのために

障害者に対する偏見や誤解、差別をなくし共

通の理解を育んでいくことや基本的なルール

づくりが不可欠となっています｡ 

 そこで、千葉県では、障害者差別禁止条例

をはじめ差別をなくすための様々な取組みに

ついて検討を開始することとしました｡ 

 

１．差別に該当すると思われる事例を募集 

 まず、今まで「理不尽な悲しい思い」をし

てきた当事者等の経験を出発点としていこう

と考えました｡現実にどんな差別があり、障害

者はどんな差別で苦しんでいるのか、その実

態を把握し、検討作業の基礎資料とするため、

広く県民の皆さんから差別に該当すると思わ

れる事例を募集することとしました｡ 

 その結果、多くの深刻な事例とともに当事

者でないと気が付かない、例えば、福祉定期

預金における扶養年金受給者の除外、バス定

期券における「障」マークの屈辱感など、い

わば埋もれていた事例も掘り起こすことがで

きました｡また、博物館の展示方法に関して、 

展示物をさわって記憶できる展示方法の充実

を望む視覚障害者の訴えも寄せられています｡

現在、県では、こうして寄せられた事例を整

理し、来年初めから立ち上げる予定の研究会
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の検討資料とするべく作業を行っています｡ 

 

２．差別に該当し得る制度等を調査 

 次に、自らの足元を見つめることとし、県

が今、している仕事、展開している施策の中

で、障害者に対する差別、利用や行動を制限

する場合がないかについて調査することとし、

県庁内のすべての課の所掌している事務につ

いて総点検を実施しています｡特に、障害者欠

格条項について精査していますが、主に県が

所管する条例等について、その規定の中に障

害者に対し特別な不利益な取扱いをする欠格

条項が残されていないか調査しているところ

です｡ 

 

３．官民協働の研究会で検討 

 千葉県では、障害者計画の策定をはじめと

して企画の段階から当事者と行政が協働して

施策づくりを進めていますが、条例の制定な

ど差別をなくす取組みについても、広く障害

当事者を含む県民の参加を得て官民協働の研

究会を設置し、検討していただこうと考えて

います｡具体的には１．で集められた事例やそ

の他の調査結果等を踏まえ、様々な差別事例

の分析とその対処方法の検討等を行い、差別

をなくす方法の全体像を明らかにした上で、

条例になじむものとなじまないものの仕分け

等を行う予定です｡ 

 条例の規制になじむとされたものについて

は、条例制定の検討作業を進めていきます｡

条例の内容についても、今後、研究会の場で

議論を重ね、詰めていくことになります。 

 

４．差別を現実になくすために 

 検討していく過程では、当然、条例による

規制になじまないものも出てくるかもしれま

せん。したがって、条例だけを万能視するこ

となく、条例の制定以外の差別をなくす為の

取組みも進めていきたいと考えています｡例

えば、教育現場において、具体的な差別事例

とその対処方法を集めた事例集などにより啓

発広報活動を行うとか、この 10 月からスター

トした新しい相談支援機関「中核地域生活支

援センター」（障害者、高齢者等対象者横断的

に、一人ひとりの状況に合わせて、福祉サー

ビスのコーディネート、福祉の総合相談、権

利擁護を24時間365日体制で行う民間の委託

事業者による機関で、県内 13 箇所に設置。）

の権利擁護機能を活用することも差別をなく

すためにも有効な手段です｡ 

 また、障害者差別に該当し得る県の制度・

施策等についても見直しを行うとともに、国

に対し、障害者基本法や人権擁護法案の今後

の動向も踏まえて、障害者差別禁止法の制定

を働きかけていきたいと考えています｡こう

した様々な取組みを組み合わせて障害者に対

する差別を一つ一つ確実になくしていきたい

と考えています｡ 

 

 このように、県民全体で障害者の差別につ

いて徹底的に議論し、何をすべきか考えてい

く、そのプロセスこそが重要であり、こうし

た試みは県民参加で施策づくりを進めていく

千葉らしい試みであると考えています｡ 

 現在、千葉県では、グリム童話「ブレーメ

ンの音楽隊」にヒントを得て、様々な人がそ

れぞれの能力を生かしながら協力して暮らす

「ブレーメン型地域社会づくり」を進めよう

としています｡これは、福祉の枠を超えて、就

労、農業、教育、環境、観光など様々な分野

がクロスオーバーした全く新しい分権型の地

域社会を目指すものです｡長く施設などで不

自由な暮らしを強いられてきた障害者もブ

レーメン型地域社会の欠かせない一員です｡

障害者に対する差別をなくすための条例づく

りは、こうした地域社会を実現するためにも

不可欠な取組みであると考えています｡ 

 条例の制定に当たっては、差別の定義をど

うするか、住民や企業の理解をどのように得

ていくかなど多くの解決すべき課題が予想さ

れますが、粘り強く取り組んでいきたいと考

えています｡ 
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特集 

 
 

障害者差別禁止法の制定がなぜ求められるのでしょうか 
 

日本弁護士連合会 
「障害のある人に対する差別を禁止する法律」調査研究委員会 

事務局長 弁護士 野村 茂樹 
 
１．憲法14条は「法の下の平等」を保障し、

差別を禁じています。この差別には、障害を

理由とする差別も含まれます。そして、すべ

ての法律は憲法に適合するように解釈されな

ければなりません。 

 そうすると、憲法の他に差別禁止法を制定

する必要はないのでしょうか。 

 決してそうではありません。第１に、憲法

の規定は抽象的で何が差別なのかの基準が

はっきりしません。そのために、現実に起こっ

た差別に対し、裁判所で憲法14条を根拠とす

る救済が図られることは困難です。第２に、

憲法は原則的には国や地方公共団体と国民と

の間を規律するものであって、個人と個人（会

社を含みます）の間には適用されないと解さ

れています。しかし、現実の差別は個人（会

社を含みます）によるものが非常に多いので

す。第３に、差別を救済するためには、金銭

賠償のみならず差別状態の解消をはかる裁判

外の救済手段も用意する必要があります。 

 2004年に障害者基本法が一部改正され、そ

の第３条に「何人も、障害者に対して、障害

を理由として、差別することその他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない」との規

定が追加されました。この「何人も」という

中には個人も含まれると解されますが、何が

「差別」なのかが定められていないため、現

実に起きた差別に対し、裁判所で、この規定

を根拠に救済を求めるのは難しいと考えられ

ます。また、そもそも障害者基本法は、国や

地方公共団体に障害のある人のための施策を

講ずるべきことを定めた法律です。障害のあ

る人は施策やサービスの対象として位置づけ

られており、権利の主体として位置づける法

律はまだ存在していません。さらに、障害者

基本法では、救済手続も明確に用意されては

いません。 

 

２．ところで国際連合では、2001年の国連総

会決議56/168で、「社会開発、人権及び非差別

分野で行われた作業における全体的アプロー

チに基づき、障害者の権利及び尊厳の促進及

び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約

に関する諸提案を検討するための、すべての

国連加盟国及びオブザーバーに参加の途が開

かれている特別委員会を設置すること」が決

定され、これを受けて、国連のニューヨーク

本部で特別委員会が開催され、条約案の文案

を準備し提示するための作業部会の設置が決

定されました。そして、作業部会は、2004年

１月に「障害のある人の権利及び尊厳の保護

及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条

約草案」を提示しました。この動きは「障害

者に関する世界行動計画」（1982年12月３日国

連総会決議37/52）、「障害者の機会均等化に関

する基準規則」（1993年12月20日国連総会決議

48/96）に法的拘束力をもたせるためのもので

す。 

 では、権利条約が批准されれば、法的拘束

力があるので差別禁止法を制定する必要はな
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くなるのでしょうか。 

 そうではありません。かえって、条約批准

国は、当該条約を立法府、行政府、司法府に

おいて、国内的に実施する国際法上の義務を

負うことになりますので、国内法の不存在を

もって正当化することはできず、国内法を整

備する義務を負うことになります。この国内

法こそが差別禁止法なのです。 

 条約そのものの国内法的効力についてです

が、国の条約違反の行為に対しては、裁判所

に対し救済を申し立てることができるとする

のが裁判例です。しかし、条約は世界各国を

対象としますので、どうしても規定が抽象的

になり、裁判規範としては不十分です。そし

て、条約は個人と個人の関係には適用が難し

いとされています。 

 

３．そこで、個々の差別被害を裁判によって

救済するために、障害者基本法とは別個に、

生活のあらゆる場面において障害を理由とす

る差別を禁止することを具体的に盛り込んだ

差別禁止法が必要になるのです。法的拘束力

を持たせるために権利条約化の動きがあるこ

とに想起するならば、国内法でも法的拘束力

（裁判規範性）のある差別禁止法の制定が求

められなければなりません。 

 差別禁止法の内容は、障害のある人を権利

の主体と明確に位置づけ、社会、経済、文化

その他あらゆる分野において差別を個々具体

的に禁止し、禁止規定に違反した場合に裁判

所や裁判所以外の救済機関で現実に救済をは

かることができるものでなければなりません。

差別とは、障害を理由とする不利益取扱いの

みならず、一定の範囲で合理的な配慮をなす

義務に違反することも含まれます。前述の国

際条約草案も「障害のある人に対して平等の

権利を確保するため、締約国は、障害のある

人がすべての人権及び基本的自由を平等な立

場で享有し及び行使することを保障するため

の必要かつ適当な変更及び調整と定義される

合理的配慮義務を提供するためのすべての適

当な措置（立法措置を含む。）をとることを約

束する。」（第７条第４項）と定めています。

例を挙げるならば、給料や配転における不利

益取扱いにとどまらず、肢体の不自由な人の

職場環境の整備や、視覚や聴覚に障害のある

人のコミュニケーションの確保、知的障害の

ある人に対するジョブコーチの配置などが挙

げられます。 

 労働、教育、住まい、アクセス、サービス、

情報等々の各適用場面毎に、差別を個々具体

的に定義した差別禁止法の制定によって、初

めて裁判の判断基準となるのです（アメリカ

のADAやイギリスのDDAはそうした定めと

なっています）。 

 

４．日本弁護士連合会は、2001年11月９日に

開かれた人権擁護大会で「障害のある人に対

する差別を禁止する法律」の制定を求める宣

言を採択し、更に調査研究委員会を発足させ

て、現在、日弁連としての差別禁止法案が提

案できるよう、活動を進めています。現段階

における調査研究委員会での試案の章立て及

び前文を記します（次ページ）。 
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目  次 

前文 

第１編 総則 

第２編 各論 

 第１章 労働 

 第２章 教育 

 第３章 不動産の取得・利用 

 第４章 アクセス 

   第１節 建造物等へのアクセス 

   第２節 交通・移動アクセス 

 第５章 サービス 

 第６章 医療 

 第７章 知る権利・情報 

 第８章 参政権 

 第９章 司法など 

第３編 実施機関 

附則 

 政府から独立した人権救済機関の設置法の

中に規定されるべき障害のある人の救済部門

設置規定 

 

「前文 

 社会は、これまで、その社会が求める標準

的な能力を欠くとみなしてきた人々を保護の

客体として取り扱い、権利の主体として位置

付けようとしなかった。 

 障害のある人は、その障害を理由に、社会

の一員として平等に社会に参加する機会を奪

われ、又は、他と異なる取扱いを受けること

によって、日常生活をはじめ、政治的、経済

的、社会的、文化的その他の分野において不

利益を強いられ、障害のない人が享受してい

る様々な市民的権利を実質上奪われてきた。 

 しかしながら、人は生まれながら自由にし

て平等であり、障害のある人の尊厳も、等し

く最大限尊重されなければならず、如何に重

度の障害のある人であっても、障害を理由と

する差別を受ける謂われはない。 

 これまでの社会は、障害のある人の生活を

困難ならしめている原因をその個人的属性に

求めてきたが、むしろ、その原因が物理的環

境や制度、慣習、態度ならびに障害のある人

のニーズに応じた合理的な配慮をしない社会

的環境によって生じる障壁によるものである

ことを確認しなければならない。 

 これからの社会は、障害のある人を単に恩

恵の対象としてではなく、平等な社会の一員

として様々な市民的権利を有する人権の享有

主体であることをあらためて確認し、障害の

ある人の完全参加と平等を拒んでいる物理的

障壁や社会的障壁又は文化や意識における偏

見等の障壁を取り除かなければならない。 

 このため、この法律は、障害を理由とする

区別、排除又は制限、若しくは完全参加を拒

むあらゆる分野における障壁を取り除くため

に必要な合理的配慮を欠くことが差別である

ことを確認した上で、障害のある人に、差別

を受けない裁判規範性を有する具体的な権利

を保障し、差別を受けた場合の人権を回復す

るための有効で適切な手段を障害のある人に

提供するものでなければならない。 

 ここに、障害の有無にかかわらず、個性の

違いを社会が認め合うことで真に豊かな社会

になることを目指すため、この法律を制定す

る。」 
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グラビア 

 
 
 障害をもつ方々の文化・芸術活動の促進と技術の向上、またそれらの活動を通した積極的な自己実現と社

会参加の促進を目的に開催しております｢障害者による書道・写真全国コンテスト｣も第19回目を迎えました。 

 今回も、全国からの応募総数は855点(書道の部655点、写真の部200点)を数え、前回の743点を100点以上

上回るご参加をいただきました。作品を出展していただいた皆様にはこの場を借りて御礼申しあげます。 

 誌面では、入賞作品80点(書道・写真各40点)の作品から、見事、最優秀の金賞に輝いた20点(各10点)をご

紹介いたします。また、今後当センターホームページ上で入賞作品の紹介を予定しておりますので、そちら

もご鑑賞ください。展示会につきましては、1月中旬から全国身体障害者総合福祉センター（戸山サンライ

ズ）で、また現在福岡市での開催も検討しております。お近くにお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。

次回は、いよいよ第20回を迎えます。来年も皆様の力のこもった作品をお待ちしております。 
 

受賞者リスト 
書道の部 〈金   賞〉 写真の部 

都道府県 氏  名 題   名  都道府県 氏  名 題   名 
宮 城 渋谷 茂樹 風  北海道 陸  信之 ピウケナイ沼の紅葉 
埼 玉 久保 晶子 涼風  埼 玉 林   実 花簪 
千 葉 外立喜久夫 残雪  千 葉 唐澤 菊枝 忙中閑あり 
東 京 髙村 幸一 崢嶸（そうこう）  滋 賀 乾澤  武 タイムスリップ 
奈 良 野仲 研人 ピース  兵 庫 小畑 成正 棚田の秋 
島 根 伊藤 善七 讀書有真楽  岡 山 繁田 節子 ハスの花 
佐 賀 福井 和代 和歌一首（雨くらし）  沖 縄 平良 佳之 ｢カモンベイビー(熱い視線)｣ 
佐 賀 長野美津子 心に天地の春あり  仙台市 中山 紀成 根開きの花 
宮 崎 谷口 優太 かに   菱沼 明夫 昇陽 
仙台市 石山 寅夫 丹心照萬古  広島市 藤井 政幸 変身 

          
書道の部 〈銀   賞〉 写真の部 

都道府県 氏  名 題   名  都道府県 氏  名 題   名 
北海道 佐東 宗春 夢  岩 手 及川 卓郎 飛行準備ダンス 
青 森 風穴常太郎 空山夜猿啼   須知 真吾 月光の海 
岩 手 菅野 瑞緒 詩趣  宮 城 高橋 松夫 ヨシ原焼き 
埼 玉 酒井 茂久 あき  千 葉 武半  彌 「光る」 

 黒田千恵子 たき  滋 賀 中川 秀子 夏の夢 
奈 良 米澤 裕也 かもめ  京 都 井上  厚 めじろ（宇治田原町にて） 
岡 山 河田 忠祐 孤雲獨去閑  岡 山 藤本多喜恵 私は私が好きです 
香 川 鳥川  宏 水力  京都市 阿野大次郎 只今、手話通訳中 
大 分 佐藤 瑞代 徳川家康公遺訓  広島市 仲野 容吉 勝負合戦 
宮 崎 初田 聖典 元気  福岡市 小嶋 勇介 玄海を駆ける 

 
書道の部 〈銅   賞〉 写真の部 

都道府県 氏  名 題   名  都道府県 氏  名 題   名 
北海道 布川  久 皇甫誕碑  北海道 仲井 真一 美瑛の夕陽 
青 森 溝江 広騎 無   粒見 澄男 花の競演 
茨 城 木内 文雄 しか  宮 城 髙橋 亀一 安の滝の彩 
埼 玉 大野 君子 聆音察理  埼 玉 野村 光子 元気な子供 
新 潟 大嶋 シモ 国破山河在  神奈川 真柄龍太郎 解体される教会 
岐 阜 荒井 博子 心の花  兵 庫 遠藤 光男 滝 

 大平 敬史 道  島 根 岡  由子 朝の空 
愛 知 畑田 裕康 虫音   山本 恭次 ひとすじの光 
滋 賀 松下 諒太 虫  岡 山 西田幸太郎 大鳴門橋と渦潮 
和歌山 和田 伸二 蛍  徳 島 笠井 房子 フライングディスク大会 
岡 山 光亦 満理 お茶しよう！  大 分 工藤 哲男 花を撮る娘 
広 島 平山 心太 りょこう  沖 縄 安里 京子 ふるさとの海 
徳 島 橋本 信俊 雲  仙台市 佐々木武義 テラスのかたらい 
大 分 雨宮  泉 台風   加藤 広義 想像花火 
宮 崎 三谷  正 正  さいたま市 浅田 正雄 やさしいライオン 

 福元 礼子 石  京都市 髙山  弘 にっぽん丸を見送ってくださる小笠原の漁船 
 西平 静代 水  大阪市 出水 徳治 職業看板 

沖 縄 山内 愛子 平常心是れ道  広島市 久保 正治 春霧景 
さいたま市 東  和枝 南洋航路   神田 康弘 郷土の声援を受けて 
大阪市 池田 裕美 希   鍵本 美保 ヒマワリと少女 

第19回 障害者による書道・写真全国コンテスト結果発表 
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 審 査 総 評  

 
（書道の部） 

 今年度の応募作品数は655点で昨年度より約

100点増となりました。これはこのコンテストに

対する関心の深さを示していると思われます。

それだけに入賞作品は高レベルでの戦いとなり

見事な作品が並びました。この入賞数は全応募

数の約６パーセントの入賞率であり大変な激戦

です。その激戦を経て入賞された方の力量は本

物です。大いに胸を張りましょう。これは本人

の力もありますが周囲の多くの方々の暖かい応

援の力でもあると思います。全般的には墨の持

つ“癒しの力”や毛筆による複雑で微妙な線の

魅力が十分発揮された作品が多くなりました。 

 細部を見ますと今回は知的障害者の応募が昨

年度の倍となりましたが非常に高度な作品が多

く、小さな積み重ねが大きな一歩となることを

実感させられました。 

 身体障害者では重複障害者の懸命な努力によ

る高度な作品に感動を覚えました。 

 精神障害者の落ち着いた作品は墨の持つ癒し

の力が十分窺えました。 

 また硬筆は毛筆ほど強弱が出ない分難しいで

すが、緩やかな呼吸の見える作が目につきました。 

渡部 會山 

（創玄書道会審査会員、毎日書道展審査会員) 

 

（写真の部） 

 今回も、過去最多であった前回をさらに上回

る200点の出品があり盛会です。本コンテストに

第１回より関わる自分にとりましても、この審

査会は毎年秋の一大行事として楽しみにしてお

ります。 

 本年の特徴としましては、人物、特に「よく

気心を知り合った仲間同士」を撮影した作品が

多く見られたことです。 

 仲間同士を撮影し合うメリットは、相手の一

番いいところ、素敵な瞬間をよく知っているこ

とです。写真撮影において、一番必要なのは、

相手への理解で、これは、人物に限らず、風景、

動物、植物、車、電車……何を撮影する時にも

当てはまり、出来映えに大きく関係します。 

 人物を撮影する場合、喜びなら喜びを、悲し

みなら悲しみを、苦しさなら苦しさを…という 

ように、素敵な仲間のこの瞬間を伝えたいとい

う、写し手の気持ち、気合いが、作品を目にす

る第３者に伝わり、感動を与えられるかが重要

なポイントになります。今回、上位入賞作品に

人物を対象とした作品が多く見られなかったの

は、入賞した作品に比べて、残念ながらそれが

表われていなかったためです。 

 よく知っている仲間、よく理解し合っている

仲間だからこそ、「次の瞬間この人は一番いい表

情になる、一番その人らしい瞬間になる」など、

行動の先読み、予測が可能になり、素晴らしい

瞬間を捉えることができるものです。ぜひ、仲

間同士を撮影する感動、仲間同士で鑑賞する楽

しさから、お互いをもう一度客観化するという

１歩進んだ技術によって、鑑賞者である第３者

に、喜び、感動を与えられる作品を制作される

よう期待しております。 

 本コンテストも次回はいよいよ第20回という

大きな節目を迎えます。近年、デジタルカメラ、

パソコンの普及によって、誰もが気軽に写真の

加工、画像処理を楽しめるようになり、外出の

難しい障害をお持ちの方も、より写真活動の楽

しみが広がっているのではないでしょうか。そ

れぞれが障害を克服しながら写真に挑んでいる

のが伝わり、他のコンテストでは見られない素

晴らしい作品が見られるのが本コンテストのい

いところです。今回取り上げました、仲間同士

だからこそわかる、一番輝いている姿、ある時

には、何かを乗り越えようと闘う姿をお互いが

発見して、その瞬間、表情を捉えた作品が、よ

り上位に入選してくることで、ますますコンテ

ストが盛り上がるのではないかと感じています。

今後も皆様の作品を楽しみにしております。 

高岩 震（フリーカメラマン) 

 

審査員一覧（50音順・敬称略） 

金田 一郎（財団法人日本障害者リハビリテー

ション協会会長） 

・田 秀博（全国身体障害者総合福祉センター

館長） 

高岩  震（フリーカメラマン） 

渡部 會山（創玄書道会審査会員、毎日書道展

審査会員） 
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「風」 

宮城県 渋谷 茂樹 

「涼風」 

埼玉県 久保 晶子 

 

 

 

    

「残雪」 

千葉県 外立 喜久夫 

「崢嶸（そうこう）」 

東京 髙村 幸一 

「ピース」 

奈良県 野仲 研人 

「讀書有真楽」 

島根県 伊藤 善七 

    

    

「和歌一首（雨くらし）」

佐賀県 福井 和代 

「心に天地の春あり」 

佐賀県 長野 美津子 

「かに」 

宮崎県 谷口 優太 

「丹心照萬古」 

仙台市 石山 寅夫 

 

〈書道の部〉  
金賞作品  
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〈写真の部〉  
金賞作品  

「ピウケナイ沼の紅葉」 

北海道 陸 信之 

「花簪」 

埼玉県 林  実 

「忙中閑あり」 

千葉県 唐澤 菊枝 

「タイムスリップ」 

滋賀県 乾澤 武 

「棚田の秋」 

兵庫県 小畑 成正 
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「ハスの花」 

岡山県 繁田 節子 

「カモンベイビー（熱い視線）」 

沖縄県 平良 佳之 

「根開きの花」 

仙台市 中山 紀成 

「昇陽」 

仙台市 菱沼 明夫 

「変身」 

広島市 藤井 政幸 
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平成16年11月13日(土)～15日(月) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
車椅子バスケットボール。巧みな車椅子操作と激しいぶつかり合いに、

大声援が飛び交う。 

砲丸投げ 

本大会より実施された脳性まひ７人制

サッカー（オープン競技） 

（開催地：埼玉） 
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ともに感動！ ともに笑顔 

走幅跳 
フライングディスク 

埼玉県選手団の入場 

炬火リレー       選手宣誓 

四季折々の色彩豊かな自然に恵まれた彩

の国、埼玉県で第４回全国障害者スポーツ大

会（まごころ大会）が開催されました。 

 障害者スポーツの全国的な祭典である本

大会では、栄光のメダルへ向けて必死で闘う

姿や選手の巧みなプレーに、各会場とも緊張

感と興奮の渦に包まれました。 

競技場の外は、様々な人々がふれあう交流

の場となっており、大会を通じて一般市民の

方の障害に対する理解がより深まったので

はないかと思います。各会場やその周辺で

は、手話通訳や介助などのボランティアの

方々が選手や観客をあたたかく迎え、愛称の

通り、真心のこもった大会となりました。 

（取材：戸山サンライズ 鶴原・町田・西田） 
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スポーツ 

 
 

『女性障害者とスポーツ』 
 

信濃毎日新聞社 東京支社 報道部 

井上 典子 
 
【はじめに】 

 いわゆる「障害者スポーツ」に惹かれ、取

材者としてかかわってきた原点は、1998年長

野冬季パラリンピックでの、米国のチェアス

キーの女子選手、サラ・ウィルのへのインタ

ビューです。「障害者スポーツのトップ選手の

活躍は障害者を勇気づける。障害のあるなし

にかかわらず、スポーツ選手は周囲の人々に

勇気を与える責任がある」。長野五輪でも、こ

れだけ誇り高い言葉は聞きませんでした。 

 とはいえ、その後の取材対象は主に男子選

手でした。女性のからだ、心理、また結婚や

出産といったライフサイクル、そして「らし

さ」という考え方―。女性特有の課題がある

とすれば、この欄の読者の方が実感としてお

持ちかと思います。この欄では、いくつかの

議論の視点を提供できれば幸いです。また、

取材の出発点がパラリンピックであったこと

から、土台が競技スポーツに偏ることをご了

承ください。 

 

 

 

 

 

 

【競技人口の拡大とパラリンピックの選

手数】 

 アテネ五輪は、日本選手団の女子選手数が

初めて男子選手数を上回りました。長野冬季

大会（1998）、シドニー大会（2000）に参加し

た日本選手数を比べた「目で見る女性スポー

ツ白書」によると、五輪は女子選手が全体の

40.3％だったのに対し、パラリンピックは

24.8％。競技種目数で男女格差がほとんどな

いことから、「パラリンピックにおける日本の

女子選手数の少なさは顕著である」と指摘し

ました。 

 アテネ・パラリンピックは柔道とシッティ

ングバレーボールに女子が加わりました。日

本選手は、男子108人（66.3％）、女子55人

（33.7％）。冬季大会を加えていないので総数

で比較できませんが、シドニー大会では女子

がいなかった馬術、フェンシング、柔道に一

人ずつ出場、ゴールボールに女子チームが出

場するなどの変化がありました。 

 こんな事例もあります。安部直美さんは視

覚障害のある陸上の長距離選手。ほぼ毎日国

立競技場に通ってトレーニングをし、昨年は

盲人世界選手権にも出場しました。アテネ・

パラリンピックは5,000ｍへの出場を目標に

練習していましたが、5,000ｍは視覚障害女子

が行われませんでした。今年に入り、目標を

1,500ｍに切り替えたもの標準記録に届かず、

出場は果たせませんでした。安部さんは今、

国際盲人マラソンかすみがうら大会のフルマ

ラソン出場を目標に練習しています。 



スポーツ 

17 

 5,000ｍが行われていたとしても安部さん

が出場できたかは分かりません。ただ、挑戦

さえできないというのが現実です。出場選手

が少ないから種目が成立しない、種目がなく

門戸が閉ざされる―という悪循環が固定化す

ることが危ぐされます。 

 競技人口拡大は、男女問わず重要な課題で

す。アルペンスキー選手の大日方邦子さんは、

「男子と比べても、女子は新しく競技を始め

る人が少ない」と話します。これぞという人

を誘っても、なかなか仲間は増えていかない

そうです。トイレが遠いといった問題、事故

が起きた場合のリスクなどを前にすると、女

性の方が慎重なのでしょうか。 

 

【普及―女子柔道の場合】 

 アテネ五輪の70kg級で優勝した上野雅恵選

手らが所属する三井住友海上女子柔道部の柳

沢久監督は、約30年前、全日本柔道連盟の要

請で初めて女子強化担当者になりました。当

時はまだ女子の試合自体がなく、女子には禁

止された技があるなど、規則も違っていたそ

うです。連盟が改革を始めた背景には、海外

で女子柔道が競技性を強め、初めて世界選手

権が開かれるという事情があったそうです。 

 柳沢さんは、ウエイトトレーニングを導入

するなど選手強化をしただけでなく、競技人

口を増やし、選手を発掘する環境整備にも注

目します。まず国内大会に女子種目をつくる

よう働きかけまました。「選手が増えたから

大会を開くのでなく、ある程度参加にめどを

たてたら、まず大会をつくる。それを見て、

自分もやりたいと柔道を始める女子が出てく

るように」という考えからでした。 

 企業を回って柔道部設立も働きかけました。

その要請にこたえたのが当時の住友海上（現

在の三井住友海上）です。また、新聞などへ

の露出も意識されたようでした。柳沢さんは

「女子が増えたことは、柔道全体にとってプ

ラスだった。雰囲気、イメージが清潔で明る

くなった」と話しておられます。現在の障害

者スポーツには、30年前の柔道に見られるほ

どの違いないと思いますし、世界の頂点を競

う選手も多数います。その上で、柳沢さんの

お話から参考にできることは、組織として、

戦略をもって女子の競技人口拡大にあたった

という点ではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仕事と収入源】 

 競技によっては用具が高価ですし、大会に

参加するには旅費もかかります。企業スポー

ツとは別の歩みをしており、スポンサーから

の支援も当たり前とは言えない現在、選手は

その費用をどうまかなっているのでしょうか。

先に触れた安部さん、大日方さんとも仕事を

持っています。スポーツへの参加促進には、

経済的基盤という視点が必要です。 

 

 私は、2002年に北九州市で行われた車いす

バスケットボールの世界選手権・ゴールド

カップで、参加チームと各選手の経済的基盤

についてアンケートをお願いしました。女子

の場合、回答が、カナダ、米国、メキシコ、

英国の計29人と限られているため、全体像を

示していませんし、結果検討が未完成ですが、

職業に関する項目を紹介します。 

 女子は学生が７人、働いている人が22人で、

うち七人は仕事のほかに選手として経済的支

援を受けていました。フルタイムの選手はい

ませんでした。男子（回答数57人）の場合、
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フルタイムの選手が７人いました。学生が十

人、働いている人が40人で、うち11人が選手

として経済的支援を受けていると答えました。 

 社会保障制度がありますし、女性は主婦と

いう立場もありますから、経済基盤は多様だ

ろうと想像します。もし、経済的な問題がス

ポーツ参加の阻害要因になり、またそこに男

女格差があるならば、解決すべき課題です。 

 

【コーチ】 

 「現代スポーツ評論６」の座談会で、金哲

彦・ニッポンランナーズ理事長は女子と男子

のコーチングについて、「技術の面ではそれほ

ど変わらないと思いますが、メンタルの面が

違います」と話しています。複数の選手を指

導していても、選手とは一対一の関係を作ら

ないと指導が難しい、との指摘です。これは、

三井住友海上の柳沢監督も同様のお考えでし

たし、障害者スポーツの指導者からもお聞き

します。 

 この関係がゆがんでしまうとセクシャル・

ハラスメントになりかねませんし、コーチが

女性の場合は意見が異なるかもしれません。

そう、コーチや組織の幹部となると、選手数

以上に女性が少なくなるのは、スポーツ全体

に言えることだと思います。 

 女性は結婚、出産、子育てなどによって生

活が変化し、スポーツとのかかわりにも影響

を及ぼします。本人だけでなくコーチ、指導

者も長期的な視野が求められます。アテネ・

パラリンピックの代表選手には子育て中の女

性もいるとお聞きしますので、他のスポーツ

の参考になることがあるのかもしれません。 

 

【おわりに】 

 読み返しますと、自分なりの見通しさえ出

せていないことばかりでした。読者の方から

ご批判、ご指摘をいただき、あるいは議論の

場に参加させていただいて、組み立て直して

いきたいと思います。 

 アテネ・パラリンピックで印象に残ったの

は、インターネット上で読んだ競泳の成田真

由美さんが、50ｍ平泳ぎで英国の選手に競り

勝ち、世界新を出した時の談話です。「素晴ら

しいライバルと戦って、このような結果を出

すことができて、今のように彼女が声をかけ

てくれる、やっぱりライバルは必要だなと感

じました」（スポーツナビ記事より抜粋）。よ

り多くの人からこのような言葉を聞くために

も、選手層が厚くなっていくことを願ってい

ます。 

(了) 

参考文献 

 大修館書店「目で見る女性スポーツ白書」（2001）

井谷恵子ほか 

 創文企画「現代スポーツ評論６」（2002）中村敏

雄編集 
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レクリエーション 

 
 

障がい者にこそ「生涯学習活動」を 
～日々の生活の中のレク活動支援～ 

赤坂山デイサービスセンター 

村山 義― 
 
 私がレクリエーション活動（以下レク活動）

に関るようになったのは、’77年頃からでした。

その後、障がいのある人たちと友達になり、

私のレク活動も障がいのある人たちと共に行

う活動を主に行うようになりました。私たち

が指導を受けていた日本レクリエーション協

会では、「いつでも、どこでも、だれでも」を

スローガンのひとつにしていました。（いまで

も変わっていないと思いますが）しかし、障

がい者を交えた形でのレク活動はあまり行わ

れていませんでした。私は、「いつでも、どこ

でも、だれでも」というレク活動が、障がい

者を包含した活動になぜならないのだろうと

考えるようになりました。その答えは、ある

意味では非常に簡単なことでした。それはこ

れまでのレク活動に、障がい者が主体的に参

加・参画する機会があまりにもなさすぎたと

いうことです。その要因として、これまで障

がい者が置かれてきた社会的環境の中で行わ

れていたレク活動の大部分が、援助者からの

一方的なプログラムの提供であり、障がい者の

意思に基づいた活動ではなかったことでした。 

 その後、社会的活動や余暇時間の中でレク

活動に少しずつ関れる環境が育ち、企画や運

営にも参画するようになってきました。しか

し、やはりレク活動の主体者には、なかなか

なりえませんでした。それは、レク活動があ

くまでもそれぞれの「価値観」「生活観」「環

境」によって行われる活動だからです。私た

ちの生活がその人それぞれの考えで営まれて

いるのと同じように、障がい者の人たちもそ

れぞれの考えで生活をしています。それは、

障がい者自身の生活に対する考え（家族など

も含む）と、これまでレク活動を推進してき

た人たちの思いの間に、必ずしも連携しない

状況ができていたからと思います。結果とし

て、私たちがこれまでのレク活動やレク運動

に対する思いをひとつの枠にしてしまい、障

がい者の考え方やその人の生活の視点に立っ

たレク活動の支援としてではなく、ただその

枠の中に障がい者の人たちも巻き込もうとし

ていたからなのかもしれません。そこに、レ

ク運動を「障がい者と共に」という動きにつ

なげる形にしていけなかったという、初歩的

な意識の差別化があったのかもしれません。 

 

●生活の中の「空白化」が問題 

 私は現在デイサービスに勤務していますが、

それ以前は母体の社会福祉協議会事務局で福

祉活動専門員として働いていました。その関

係から今も在宅障がい者の方々との関わりが

続いています。その中でいつも気になること

は、日常生活をどのように過ごしているのか

ということです。近年、重度障がい者の方々

を対象としたデイサービスや家族が主体で運

営する居場所などもできてきたり、生活自立

支援センターが設置されるなど、重度の障が

いがある人でも以前より比較的社会参加しや

すい環境が育ってきています。しかし、私た

ちがごく当たり前と思って過ごしている日々 
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の営みと相対してみたときに、まだまだ多く

の制約の中で過ごしている現状があります。 

 私たちの生活時間を単純に区分けすると図

１のようになります。 

図１ 

 

 

 

 

 ハンディのある生活が生じた場合、「基礎生

活時間」は環境面でいろいろな条件が整った

時に、一般的な場合とある程度同じくらいの

必要時間で済みますが、環境面の改善が進ま

ないと「基礎生活時間」は増加します。「社会

生活時間」は、ハンディが生じた時点におい

て急速にその時間を減少させ、場合によって

は社会との交わりをもつ機会自体を無くして

しまう可能性があります。 

 「余暇生活時間」は、３つに区分けをした

形の中でみると、一般的にハンディが生じた

時点から増加するように見えます。しかし現

実の問題として、「社会生活時間」と「余暇生

活時間」を合わせた時間は、その人の日々の

生活の中において、それぞれの役割をあまり

持たない時間として、「空白化」が進んでしま

う可能性が強く生じる時間です。そして、そ

の人のハンディが大きければ大きいほど、「社

会生活時間」と「余暇生活時間」が「空白化」

していく要因も大きくなります。（図２）その

理由のひとつとして、さまざまなハンディを

もつことは、「社会生活時間」と「余暇生活時

間」の大部分の時間を当事者の主体性ではな 

 

 

 

 

 

 

 

く、当事者以外の人の考え方に委ねることに

なってしまうからです。 

 

●芸術・文化との日常的な接点 

私たちはテレビ、ラジオ、ＣＤ、映画、新聞、

雑誌などを通して、一般的には種類や内容を

問わず、ごく自然な形で日々の生活の中で音

楽や演劇、絵画などに接しています。そして

それらを基にいろいろなジャンルから関心の

あるものを選び、社会生活につなげたり、余

暇活動に活かすなど、私たちはごく普通なこ

ととして過ごしています。それも、自分の自

由な意思で多くの選択肢の中から選び主体的

に楽しんでいます。これは、私たちの「社会

生活時間」と「余暇生活時間」は、ごく普通

に過ごしている日々の生活の中で、文化や芸

術などに接することによって、培われている

ことの現れです。 

 そしてレク活動は、これらの基礎的要素を

ベースにして行われていく活動です。しかし

さまざまなハンディをもつことは、私たちが

ごく普通としている基礎的要素のさまざまな

ことに制約を生じさせ、主体性を弱める要因

を作り、選択肢にも制限を付けてしまいます。

このことで、「社会生活時間」と「余暇生活時

間」の機会と内容は乏しいものとなり、結果

としてレク活動そのものを生活から遠ざける

要因となってしまうと考えられます。 

 

●「生涯学習」を全ての人に 

 数年前「社会教育活動」が「生涯学習活動」

へと呼び方が代わりました。「生涯学習活動」

の理念として、「誰もが等しく生涯にわたり学

習を行う権利を有する」と解釈でき、個々の

生活基盤を豊かに養う機会の保障として捉え

ることができます。「基礎生活時間」「社会生

活時間」「余暇生活時間」それぞれのバランス

が崩れ、「社会生活時間」と「余暇生活時間」

の「時間の空白化」が生じている人たちにとっ

ても、「生涯学習活動」の理念は保障されなけ

図２ 
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ればなりません。 

 文化・芸術活動などと日常的に接点を多く

もつことができない人たちにとって、もし少し

でもその機会を多く持ち、主体的に多くの選択

肢の中から選ぶことで、日々の生活のなかに活

かしていくことができれば、その段階におい

てレク活動の存在意義が大きくなります。 

 ごく普通に日常生活の中で文化・芸術的体

験ができる環境を整えることができれば、そ

のこと自体が障がい者を含めたさまざまなハ

ンディを持つ人たちにとって、「生涯学習活

動」の基盤を創る文化活動・レク活動のひと

つの段階になると考えられます。そして、そ

の人の社会的環境や状態に添ったレク活動の

内容を段階的に整理し、その人にあったレク

活動として展開することで、「生涯学習活動」

の中の段階的な手法として、レク活動が位置

づけられその役割が明かになるのではないで

しょうか。 

 レク自体の位置づけと役割を、その人それ

ぞれの社会的環境や状態に添った段階の中で

とらえ、先ず日々生活の中で文化・芸術など

にふれる機会を支援し、多くの体験とさまざ

まな選択肢をもつことができる環境づくりを

していくことが、「障がい者のレクリエーショ

ンをもっと豊かにする」「レクリエーションに

よって「共生」を実現する」ことにつながる

第１段階と考えます。 

 そしてさまざまな条件の中で、限られた環

境と時間の中に置かれている人たちにとって

こそ、「生涯学習活動」が保障され、生活の中

の「レク活動支援」が行われることで、レク

の差別が消えていくのではないでしょうか。 

 もっともっと当事者の「日々の生活の視点」

からのレク活動支援を課題に、共に創る「生

涯学習活動」「文化活動」としてのレクを、一

緒に楽しんでいきたいと考えています。 

 

●「トライネット」の活動 

 最後に、私が最近関っている NPO法人「ト

ライネット」の活動事例について報告します。

「トライネット」は障がい児をもつ親の会と

して、「障がい者をはじめとする全ての人々が、

お互いに協力しあい、その人らしい生活を送

るための支援を、住民参加で行い、温かい地

域社会を創る」ことを目的にスタートしまし

た。主たる事業として、障がい児の放課後タ

イムケア、障がい者の日中の居場所づくりと

活動支援を行っています。このタイムケアと

日中活動支援のプログラムの中で、文化･芸術

に接することが少なくなりがちな人たちが、

多様な方法の中で表現や創作活動などの体験

を通して、本人の意思を反映し、日々の生活

に活される活動へと取り組み始めています。 

 現在、「アート」「ダンス･セラピー」「レッ

ツ・よさこい」「レッツ・アレンジフラワー」

「レッツ・クック」のプログラムを、定期的

に体感しています。これらのプログラムは、

その人に添ったたくさんの「引き出しづくり」

をしている段階です。掲載写真は、民俗楽器

奏者丸山祐一郎さんのミニミニ・コンサート

の様子です。「ドレミ」だけで構成されるコン

サートではなく、さまざまな民俗楽器を一緒

に使って、その人のリズムを活かした音楽づ

くり。新たな生活の「引き出しづくり」の始

まりです。 

 「できない・させない・しない」ではなく、

もっともっとさまざまな体験に挑戦し、たく

さんの「引き出し」を準備し、レク活動の選

択肢を増やすことで、日々の生活を培う生涯

学習活動の取り組みへと進むように、いま動

き始めています。 
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最新福祉用具紹介 

―福祉用具研究開発助成事業で実用化されたもの その９― 

財団法人 テクノエイド協会 
 
 当協会では、障害者・高齢者の方々の自立

の促進と介護に当たる方々の介護負担の軽減 

を図るための福祉用具の実用化を目指して

「福祉用具研究開発助成事業」を実施してい

ます。17年度事業分について、現在募集中で

す。11月30日が締切日となっていますのでふ

るってご応募ください。 

 実施している助成事業により実用化された

事例をいくつかご紹介させていただきます。 

 なお、福祉用具に関係する情報は当協会の

ホームページでご覧になれますのでご利用く

ださい。 

（財団法人テクノエイド協会のホームページ

（http://www.techno-aids.or.jp/） 
  

車いす搭乗時の段差の衝撃を緩和 

５㎝の段差をノンストップで通過できるキャスター 

「バリアソックス」 

とんち工房 
 

 市販されている福祉用具を使用してみて、

「何かもう少しの工夫を」と不満を持たれた

方は結構多いのではないでしょうか。実はと

んち工房もその一人。自助具・機器・車いす

など、手当たり次第、改造・改良を行いまし

た。その中で特に目を引いたのが車いすでの

段差障害でした。それを解消すべく開発した

のが「バリアソックス」です。例えば、道路

に段差がある場合、あなたならどうします

か？前輪をリフトアップさせて通過したり、

避けて通れば良いと思われるかもしれません。

ですが、段差や溝・障害物に気づかなかった

場合はどうでしょう。思わぬショックにびっ

くりしたり、転倒してしまいそうになった経

験はありませんか。 

 しかし、そんな時でも「バリアソックス」

を付けていれば、段差を比較的安全に通過で

き、通過時のショックも和らげてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「バリアソックス」は、とんち工房と（有）

アイテコ、クマモト工業（有）の三社共同で

開発を行いました。（有）アイテコは、金属パ

イプや製品加工を得意とする会社、クマモト

工業（有）は、自社製品の開発を目標に開発

試作や設備機械を製作する会社です。また、

フィールド調査・評価などで、社会福祉法人

早蕨会（玉藻荘）施設長の神田氏、武蔵工業

大学機械工学科の平野先生にもご協力いただ

きました。 

 その結果、違和感の無いデザイン、市販の

車いすに簡単に装着できる構造、郊外の道路

での使用に耐えうる機構、５cm の高さをノン

ストップで通過出来るキャスターを完成させ

ることが出来ました。 

 現在は建物の構造や道路、人々の考えまで

もバリアフリー化してきました。少しずつで

すが、「バリアソックス」が要らないような環

境が整いつつあり、ある意味では喜ばしい時

代が来ようとしているのかも知れません。と
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んち工房では現在、既製の車いすに装着でき

る簡単な座面昇降装置の開発や入浴介助時の

湯冷めを防止する家庭用準天然温泉装置を開

発・販売しています。また、ベッドや用具・

車いすやシャワー用車いすの改造改良も行っ

ています。今後とも皆様のご要望、ご意見を

お聞かせ下さい。 

 

簡単操作で作業をアシスト 

就労支援システム 

五大エンボディ株式会社 
 

 近年、福祉事業所を始めとして様々な形態

で各種のショップ経営がされています。本来

これらの大部分の仕事は、障害を持つ人々に

より実行されているはずですが、実態は必ず

しもそうはなっていません。例えば、接客部

分はさける傾向にあったり、特に金銭授受に

関わる仕事は殆どが任されていません。お客

様に迷惑をかける、計算間違いが多くてでき

ない・させないという考え方で支配されてい

るのが実状です。 

 しかし、これらの「事務的就労」の中、

「キャッシャー（レジ業務）」と「在庫管理（簡

単な入出庫作業）」は出来る可能性があります。

そのためには分かりやすく、操作が簡単なシ

ステムと、数字や文字を絵や写真に置き換え

るプログラムが必要です。即ち「同じものを

同じ数だけ」という基本概念を学習すること

で実践出来る装置があります。 

 

◎ キャッシュ・デスク・プログラムについて 

 ① お客様が買われた品物をパソコンの画

面上（タッチパネル式ディスプレイもしくは

マウスによるクリックやドラッグを使用）で

選択します。これらが困難なときにはＡ３の

オーバーレイシートを用いる入力用キーボー

ドから、より分かりやすい絵や写真により選

択します。商品数が多いときにはバーコード

を利用すれば問題はありません。 

 ② お客様からもらったお金を画面上もし

くはオーバーレイシート上で選択すれば釣り

銭が画面上にお金の写真として表示されます。

なお、不足しているときは「お金が足りませ

ん。」、丁度の時は「丁度の金額です。」と音声

でアシストしてくれます。 

 ③ 釣り銭の不要なときは画面上にはお金

の絵がでてきません。釣り銭が表示されれば、

トレー上にその並びのとおりにお金を置けば

間違えることはなくなります。なお、表示の

お金がドロワー内に無ければそのお金をド

ラッグして所定の位置に移動させれば下の金

種に両替する機能も付加されているので安心

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎ 在庫管理プログラム 

 キャッシュ・デスク・プログラムの原理と

同様、画面上に商品や部品の絵や写真を並べ

て「何を何個」「入荷」なのか「出庫」なのか

をドラッグにより操作するだけで良いのです。

在庫が一定量以下になればそれを表示し「発

注」という指示を出します。このようにして

ものの数を管理して資材業務として FAX を

使って発注することも可能となります。 

 

 

お問い合わせ先 

(財) テクノエイド協会 開発部 

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 

セントラルプラザ４階 

TEL 03-3266-6881 

FAX 03-3266-6885 

オーバーレイシート（絵や写真、文字等が必要に

応じてレイアウトされている） 
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社会保険 情報 

 
 
（問） 平成16年度の物価スライドによる年 

金額の改定で年金が減額となりまし

た。引き続く年金の減額で、高齢者にとって

生活を見直さなければならないと考えさせら

れています。 

 それに年金と関係する年金税制などの改正

が気になります。所得控除について、どのよ

うな改正が予定されているのでしょうか。 

 

（答） 初めに、既に御承知のとおり、障害 

年金及び遺族年金には所得税がかか

りませんが、老齢年金は、雑所得として課税

の対象になっています。 

 お尋ねのありましたとおり、年金額の減額

は、高齢者の収入（所得）に直接影響を及ぼ

すものになっています。それに今年以降、年

金受給者に関係する税制改正が行われ、また、

減額されようとしています。 

 現時点での改正概要は次のようなものです

が、詳細については、最寄りの税務署にお問

合せの上、確認してください。 

 

１ 配偶者特別控除の一部廃止 

 これまで配偶者（妻）の収入が103万円未満

の場合は、配偶者控除（38万円）に加えて、

配偶者特別控除も受けられました。 

 また、配偶者（妻）の収入が103万円超～141

万円未満の場合は、配偶者控除はなくなり、

配偶者特別控除だけが受けられる仕組みに

なっています。この控除は、夫の年間所得が

1,000万円（給与収入で約1,231万円）を超え

る場合は受けることができません。 

 前段で述べた配偶者（妻）の収入が103万円

未満の場合に受けることができた配偶者控除

が、平成16年１月１日から廃止されました。

このため、配偶者（妻）の収入が年間103万円

未満であった世帯にとって、これまで配偶者

特別控除を受けていた分、廃止によって少な

からず影響を受けることになります。 

 配偶者（妻）の収入が103万円以上の場合は、

現行と同様になります。（表１） 

 

２ 老年者控除の廃止 

 現在、65歳以上で合計所得金額が1,000万円

以下の場合は、老年者控除として所得から50

万円が控除されます。（住民税の所得控除額は、

48万円） 

 これが次の公的年金等控除の見直しと合わ

せて、老年者控除も平成17年１月１日以降に

廃止されることになります。（個人住民税につ

いては、平成18年分以降のものから適用） 

 

３ 公的年金等控除の一部縮小 

 世代間の税負担の公平の観点から、平成17

年１月から65歳以上の方の公的年金等控除が

縮小されることになります。したがって、税

金がかかってくる場合ができてくるというこ

とになります。 

 65歳未満の方の公的年金等控除は、現行と

同じです。（表２） 
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表１ 配偶者の収入による配偶者控除と配偶者特別控除の関係 

配偶者の収入 配偶者控除 配偶者特別控除 控 除 合 計 

70万円未満 38万円 － 38万円 

70万円以上～  75万円未満 38 － 38 

75  〃  ～  80  〃 38 － 38 

80  〃  ～  85  〃 38 － 38 

85  〃  ～  90  〃 38 － 38 

90  〃  ～  95  〃 38 － 38 

95  〃  ～ 100  〃 38 － 38 

100  〃  ～ 103  〃 38 － 38 

103万円 38 － 38 

103万円超 ～ 105  〃 － 38万円 38 

105万円以上～ 110  〃 － 36 36 

110  〃  ～ 115  〃 － 31 31 

115  〃  ～ 120  〃 － 26 26 

120  〃  ～ 125  〃 － 21 21 

125  〃  ～ 130  〃 － 16 16 

130  〃  ～ 135  〃 － 11 11 

135  〃  ～ 140  〃 － 6 6 

140  〃  ～ 141  〃 － 3 3 

141  〃 － － － 

 

表２ 公的年金等控除      Ａ：年金収入 

6 5 歳 未 満 6 5 歳 以 上 

公的年金等の収入金額 公的年金等控除額 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額 

130万円以下 70万円 130万円以下 

130万円超 330万円以下 130万円超 330万円以下
120万円 

330万円超 410万円以下
Ａ×25％＋37.5万円 

330万円超 410万円以下 Ａ×25％＋37.5万円 

410万円超 770万円以下 Ａ×15％＋78.5万円 410万円超 770万円以下 Ａ×15％＋78.5万円 

770万円超 Ａ×５％＋155.5万円 770万円超 Ａ×５％＋155.5万円 
 

回答：社会保険労務士 

髙橋 利夫 

 

編集後記 

冷たいけど、ただそれだけではなくて澄みきった透

明で心地良い。冬に吹く風はそう感じます。あっとい

う間に紅葉前線は過ぎ去り、すっかり冬ですね。 

2004 年もあとわずか。月日が経つ

のはほんとに早いものです。 

『少年老い易く学成り難し』。 

新しい年に向けてわずかな時間も

惜しみ、素敵な新年を迎えたいですね。 
 （西田） 
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